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建設業者各位 

 

五所川原市総務部管財課  

 

社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の禁止について 

 

当市の建設行政については、平素からご協力をいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

さて、市では、建設業における少子高齢化に伴う将来の担い手を確保するために技能労

働者の処遇を向上する必要があるとともに、法定福利費を適正に負担する企業による公平

で健全な競争環境の構築を図るため、当市で使用する工事請負契約標準約款を改正し、下

記のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。 

また、社会保険等未加入業者に対しては、その趣旨をご理解いただき、早期の加入をお

願いします。 

 

記 

 

１ 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の禁止について 

   元請業者が、特別な事情がない場合において、適用除外でないにもかわらず社会保

険等に未加入である建設業者（建設業法第２条第３項に規定する建設業者をいう。） を

一次下請契約の相手方とすることができないこととしました。 

    

２ 約款改正箇所 

第７条の次に下記の条項を追加しました。 

（受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の２ 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者（当該届出の義務がな

い建設業者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契約（受注者

が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。）の相手方としてはならない。 

（１）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

（２）厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

（３）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結

しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める

場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場



合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者

が同項各号に掲げる届出を行った事実を確認することのできる書類を発注者に提出し

なければならない。 

   

２ 適用年月日 

  平成２９年６月１日以降に公告および指名通知を行う工事より適用します。 

 

 

 

 

連絡先：総務部管財課契約係 電話 0173-35-2111 （内線 2264） 


